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公   示 
 

 

「令和８年度東北農政局管内国営事業総合技術支援・頭首工健全性評価検討支援業務委託」の 

委託先の公募について 

 

 農林水産省東北農政局土地改良技術事務所では、「令和８年度東北農政局管内国営事業総合技術

支援・頭首工健全性評価検討支援業務委託」について、実施者を公募します。 

 本業務の受託を希望される方は、下記に従いご応募ください。 

 

 

記 

 

 

第１ 業務の目的 

本業務は、①東北農政局管内の国営事業（務）所の抱える喫緊に解決すべき技術課題等

に対して専門的な立場から総合的かつ具体的に解決方針を検討し、国営土地改良事業の円

滑かつ確実な実施に資することを目的とするとともに、②東北農政局管内の国営土地改良

事業にて造成した頭首工において、将来的な事故及び事故につながる可能性がある事象に

対し、施設の健全性評価や補修対策を検討した上で、頭首工等に関する有識者等で構成す

る健全性評価委員会による検討内容の評価・助言、妥当性等の確認を行い、適切な管理運

用に資することを目的とする。 

 

 

第２ 業務の内容 

本業務の内容は次のとおりである。 

１．国営事業総合技術支援 

⑴ 検討内容の整理・課題の確認 

⑵ 現地調査 

⑶ 外部技術者の選定 

⑷ 留意すべき事項と対応案の検討・整理 

⑸ 合同委員会の設営・とりまとめ 

２．頭首工健全性評価検討支援 

⑴ 資料確認 

⑵ 現地調査 

⑶ 専門技術者の選定 

⑷ 頭首工健全性評価委員会の設営・とりまとめ 

３．点検・とりまとめ 

 

 

第３ 応募資格及び応募要領 

   東北農政局のホームページに掲載する応募要領を参照のこと。 

 

 

第４ 契約の締結について 

   本業務に係る契約は、別途応募要領で定める参加表明書を提出した者の業務企画に関する提

案書の審査の結果、決定された委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第締結することとす

る。 

 

 

第５ その他 

（１）発注者綱紀保持対策について 
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      農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程

（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の

不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方氏名及び働きか

けの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下「委員

会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合に

は、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 

      発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ（https://www.maff.go.jp/j/supply 

/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）による。 

    （不当な働きかけ） 

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 

       ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 

       ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 

       ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基

準価格に関する情報聴取 

       ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 

       ⑥ 発表前における発注予定に関する情報聴取 

       ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 

       ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのあ

る依頼又は情報聴取 

 

（２）業務内容、選定方法等の詳細は、必要に応じ第６の「応募・照会等窓口」に照会のこ

と。 

 

 

第６ 応募・照会等窓口 

〒983-0836  宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目 14 番１号  

東北農政局土地改良技術事務所 

             ＴＥＬ：022-295-5544 

             担当者：庶務課経理係 

メール：thn-shitsumon-tochi@maff.go.jp 

         

 

                           以上、公示する。 

 

令和８年６月11日 

分任支出負担行為担当官 

東北農政局土地改良技術事務所長     小林 賢一 

 

 

 

 


